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※７　警察署で許可を得たものの写しを提出してください。

※４　道路占用廃止届が必要な場合もあるため、道路管理者の指示を受けてください。

※５　同一土地でない移設工事は、撤去工事と新設工事それぞれの申請が必要です。

※６　施工の際に交通障害が生じる場合は、総務課（コミュニティバス関係）、環境課（ゴミ収集関係）、

　　　 教育課（通学路関係）、三重交通（路線バス関係）等と必ず事前に協議をお願いします。

※１　移設の場合、撤去工事と新設工事それぞれの申請を求める場合があります。

※２　２枚は当初設計配管を記入した図面、１枚は竣工図を記入するため配管図は空白にしてください。

※３　国・県道は３部、町道については２部提出してください。赤道や撤去には別途様式がございます。

　　　 復旧範囲や舗装厚等の詳細に関しては上下水道課への提出前に道路管理者の指示を受けてください。

※８　検査合格後速やかにメーターを取り付ける場合は必要です。

工事内容によっては書類が別途必要になることがございます。詳細は役場上下水道課までご連絡ください。


